
 

 

【商品概要説明書】 （平成 20 年 2 月 1日現在適用中）

１．商品名 ＪＡマイカーローン（ロードサービス付） 

２．お使いみち 

●マイカー購入資金、二輪車購入資金、車検費用、免許取得費用、マイカーローンの

借換資金（金利軽減が見込めるもの）、融資実行後に購入予定のカー用品購入資金（但

し、マイカー同時申込とします）。 

３．ご利用 

  いただける方 

 次のすべての基準を満たす方といたします。 

①借入申込時の年齢が満 20 歳以上 65 歳以下（完済時年齢が 70 歳以下）の方。 

②安定した収入がある方。 

③原則として、当ＪＡと取引がある方。 

④地区内に居住または勤務している方。 

⑤借換申込の場合はご利用中のマイカーローンの返済遅延がない方。 

⑥過去に不渡り、延滞等の事故がなく、㈱ジャックスの保証が受けられる方。 

４．お借入れ額 

●10 万円以上 500 万円以内（1万円単位） 

ただし、借換の場合は借換対象ローンの一括償還金額が上限となります。 

また、マイカー以外（カー用品）は 30 万円以内となります。 

５．お借入れ期間 
●6カ月以上 7年以内（ただし、6カ月単位） 

ただし、借換資金の場合は、借換対象ローン償還期間を上限とします。 

６．ご融資方法 
●販売業者への振込とします。また、借換の場合は既存ローン取扱金融機関への振込

とします。なお、マイカー以外（カー用品）は、顧客口座振込が可能となります。

７．お借入れ利率 

●変動金利型 

お借入れ後の利率の変更は次によるものといたします。 

①基準利率変更月は毎年 4月、および 10 月の 1日を基準日として定め、新利率は 

次により計算いたします。 

 1.借入後第 1回目の利率変更の場合 

   新利率＝当初借入利率＋（変更後の基準利率－借入日の基準利率） 

 2.借入後第 2回目以降の利率変更の場合 

   新利率＝変更前の利率＋（変更後の基準利率－変更前の利率を定めた時の基 

準利率） 

  ②前項の新利率の適用開始日は、基準利率変更月の翌々月の約定日翌日とします。

  ③利率の変更が生じたときの利息計算は、新利率の適用開始日から起算して、新利

   率により計算します。 

  ※前記基準利率とは、当ＪＡの定める長期プライムレートといたします。 

●ＪＡ所定の利率を適用いたします。適用利率については、ＪＡの窓口にお問合せく

ださい。 

８．ご返済方法 

●元利均等返済とし、毎月返済方式と特定月増額返済方式の併用（毎月返済方式に加

え 6カ月ごとの特定月に増額して返済する）のいずれかをご選択いただけます。た

だし、年 2回の増額返済の割合はお借入額の 50％以内。 

９．保証・保証料 

 ●㈱ジャックスの保証をご利用いただきますので、原則として保証人は不要です。た

だし、㈱ジャックスの請求により連帯保証人を必要とする場合があります。 

 ●保証料：ご融資時に一括して保証料をお支払いいただきます。 

 ●保証料率：年利 1.6％ 

  【お借入れ額 100 万円あたりの元利均等・毎月返済の場合の保証料の目安】 

 

 

10．担保  ●不要。 

「ＪＡマイカーローン（株式会社ジャックス保証タイプ）」 

借入期間 2 年 3 年 4 年 5 年 7 年 

保 証 料 16,800 円 24,900 円 33,000 円 41,200 円 57,700 円



11．手数料 

 ●ご融資額が 300 万円を超える場合は、組合員加入のための出資金（1,000 円以上）

が必要となります。 

●ご返済期間終了までの間において、全額または一部繰上返済をされる場合は、次の

事務手数料（消費税等含む）が必要です。 

  ・全額繰上返済の場合 

   ①貸付日から 3年未満・・・・・・・・・・・・・ 3,150 円 

②  〃  3 年以上 5年未満・・・・・ 2,100 円 

③  〃  5 年以上 7年未満・・・・・ 1,050 円 

  ・一部繰上返済の場合・・・・・・・・・・・・・・・ 3,150 円 

12．遅延損害金 ●年利 15％（約定返済日の翌日から計算されます）。 

13．ご用意いただく書類 

 1．借入申込書 

2．保証委託申込書 

3．健康保険証または運転免許証の写し 

 4．所得証明書（次のうちいずれか１つ） 

①給与所得者・・・・・・・・・・ 源泉徴収票または給与証明書 

②自営業者・・・・・・・・・・・・ 納税証明書その 2または確定申告書の写し 

ただし、所要金額 200 万円以下の場合は、省略できます。 

5．資金使途確認書類・・・・・・ 見積書または売買契約書または注文書 

6. 借換の場合・・・・・・・・・・・・ 償還表等の返済明細書（写）、残高証明書（返済明細書で

確認できる場合は不要）、通帳等直近 6カ月以内の返済状況を証する資料（写） 

 7．車検証・・・・・・・・・・・・名義変更後（ご融資実行後に写しを提出していただきます。）

 8．その他組合が必要とする書類 

14.ロードサービスの内容 

【サービスの対象者】 

 ロードサービス付マイカーローンの契約者です。 

【サービスの有効期限】 

 マイカーローンの利用期間中（ローン返済期間中）は有効です。 

 ※ローンの返済が終了した時にロードサービスの有効期限が終了します。 

【サービスの対象地域】 

 日本国内（但し一部離島を除きます。） 

【サービスの対象車両】 

 サービス対象者が運転または同乗する車両をいいます。 

【ロードサービスの内容】 

①レッカー現場急行サービス・・・事故、故障による自力走行不能時に、レッカー出

動の基本料金・出張料金、基本作業料、10Km までの牽引料が無料となります。 

②落輪引上げサービス・・・落差 1ｍ以内の基本料金・出張料金及び基本作業料の落

輪引き上げ料が無料となります（但し、全ての車輪の落輪および横転などは一部有

料となります）。 

※上記①②を超える牽引サービス、落輪引上げサービスについては、サービス対象

者負担となります。また、自宅駐車場でのトラブルは対象外となります。 

③故障時緊急修理サービス・・・事故・故障の現場での処置が可能なトラブルが発生

した場合、基本料金、出張料金及び緊急対応料金（30 分程度の作業）を無料としま

す（例：ガス欠、カギ開け、バッテリー上がりのケーブルによるスタート等）。 

④ご帰宅費用サービス・・・事故、故障の現場がサービス対象者の自宅から、100Km

以上（自宅からの直線距離）遠方で自力走行不能の場合に、代替交通機関の手配及

び 1名 20,000 円を限度として帰宅費用を負担します。（車検証に記される指定定員

分まで） 

⑤ご宿泊費用サービス・・・事故、故障の現場がサービス対象者の自宅から、100Km

以上（自宅からの直線距離）遠方で自力走行不能の場合に、帰宅できずやむなく宿

泊を余儀なくされる場合、宿泊施設の手配及び 1名 15,000 円（税金・サービス料を

含む）を限度として宿泊費用を負担します。（車検証に記される指定定員分まで）

 ⑥修理後搬送費用サービス・・事故、故障の現場がサービス対象者の自宅から 100Km

以上（自宅からの直線距離）遠方で自力走行不能の場合に、修理完了後の自宅まで

の搬送の手配及び 1台 50,000 円を限度として搬送費用を負担します。 

【遵守事項】 

①本規約に基づく権利を第三者に譲渡、貸与、担保権の設定を行わないこと。 

②道路交通法その他の法令、規則を遵守すること。 



14．その他 

 ●お申込みに際しては、当ＪＡ所定の審査をさせていただきます。審査の結果によっ

ては、ご希望に沿いかねる場合もございますのであらかじめご了承ください。 

 ●その他ご不明な点は、当ＪＡの融資窓口までお問い合わせください。 

●ロードサービスに関する詳細な内容は、別途「マイカーローン 24 時間安心サービス

規定」をご確認下さい。 

 


